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第３次神栖市男女共同参画計画策定業務委託仕様書 

 
１　業務名 

第３次神栖市男女共同参画計画策定業務委託 
 
２　業務の目的 

本市では、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実現を図るため、現在まで第

２次神栖市男女共同参画計画を策定し、平成３０年度から令和９年度を計画期間としている。その

後、国や県の動きや社会情勢の変化を踏まえて計画の改訂を行い、令和５年度から令和９年度を計

画期間とする後期基本計画を策定し施策の推進に取り組んでいるところである。 
本業務は、本市の現状と課題、国や茨城県、他の自治体や社会の動向等を的確に把握し、令和１

０年度を初年度とする第３次神栖市男女共同参画計画を策定することを目的とする。 
なお、次期計画は、以下の４つの法令に規定された市町村計画等を包含するものとする。策定に

当たっては、国が定める各基本方針に基づき、必要な調査・分析及び記載事項を適切に盛り込むも

のとする。 
(1)「男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）」第 14条第 3項に基づく市町村男女共

同参画計画 
(2)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）」第 6条第 2

項に基づく市町村推進計画 
(3)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第 31号）」第2

条の 3第 3項に基づく市町村基本計画 
(4)「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和 4年法律第 52号）」第8条第 3項に

基づく市町村基本計画 
 

３　委託期間 
契約締結の日から令和１０年３月３１日（金）まで 

 
 

４　計画期間 
令和１０年度から令和１９年度までの１０年間とする。 
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５　策定体制 
計画策定については、以下の体制で実施する予定であるため、それぞれの会議等について、 

「７　業務内容(4)及び(5)」に定める内容の支援を行うこと。 
(1)神栖市男女共同参画推進連絡会 

男女共同参画の総合的かつ効果的な推進及びその普及を図る組織で、男女共同参画の推進に

関する事業等を所管するグループの課長補佐で構成する。 
(2)神栖市男女共同参画審議会 

男女共同参画の推進に関し、基本的かつ総合的な施策について調査及び審議を行う組織で、

１５人以内の有識者等により構成する。 
 

６　関係法令等の遵守 
　本業務の実施にあたり、本仕様書のほか、関連する法令、規則、細則等を遵守するとともに、関

連する上位計画との調整に努めなければならない。 
 
７　業務内容 

本業務については、第２次神栖市男女共同参画計画の計画期間の終了を令和９年度に控え、令和

１０年度を初年度とする第３次神栖市男女共同参画計画の策定作業を、確実かつ順調に遂行するた

め、策定作業全般の細部にわたるコンサルティング業務を行う。業務内容は次のとおりとする。 
【令和８年度】 

(1) 基礎調査・分析 
基礎的データの収集、調査、分析、整理、現計画の現状と検証、課題抽出、問題点の見直し

を行う。 
ア　男女共同参画をめぐる社会動向 
イ　国・県等の指針、計画等の把握 
ウ　上位計画及び関連計画の動向 
エ　現行計画の進捗状況 
オ　他の自治体との比較 

(2) 市民意識調査 
ア　調査対象 

神栖市に住む満２０歳以上で、年代ごとに無作為に抽出した２，０００人を対象とし、

回収率を約４０％（サンプル数約８００人）と想定する。 
調査対象者の無作為抽出は神栖市が行う。 
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イ　調査方法 
アンケート調査票を調査対象者へ郵送し、回答は郵送またはインターネット回答による

ものとする。 
設問の設定、インターネット回答用フォームの作成及びサイトの構築及び運営、アンケ

ート用紙の作成・印刷、往信用封筒（角２サイズ）及び返信用封筒（長３サイズ）の作成・

封入・封かんは受託者が行うものとする。 
宛名シールの作成、貼付及び発送は神栖市が行う。 

ウ　郵送料 
アンケートの往信及び返信に係る郵送料については神栖市が負担する。 
市に返信された調査票を集計のために受託者に送付する送料は受託者が負担する。 

エ　調査票 
調査票の印刷は受託者が行う。 
①部　数　２，０５０部（受託者が作成） 
②用　紙　Ａ４判又はＡ３判とする。 
③枚数等 

・往　信　　往信用封筒、返信用封筒、添書、調査票等の関係書類の合計重量が 
１００ｇ未満になる枚数とする。 

・返　信　　返信用封筒及び調査票の合計重量が５０ｇ以内になる枚数とする。 
オ　調査項目 

神栖市の男女共同参画の現状や課題及び市民ニーズを的確に捉えるため、第３次神栖市

男女共同参画計画策定のために必要な調査項目を設定する。 
(3) 市民意識調査の集計・分析・コンサルティング・報告書の作成 

ア　集　計 
単純集計及び調査対象者の性別、年齢、職業、地域等に対する質問項目のクロス集計等、

第３次神栖市男女共同参画計画策定のための資料として，必要な集計を行う。 
イ　分　析 

集計結果を基に神栖市における男女共同参画の現状や課題及び市民のニーズを分析する。 
ウ　コンサルティング 

　集計分析結果を踏まえ、専門的な観点から今後の男女共同参画に対する有効な支援策や

第３次神栖市男女共同参画計画策定に必要な方策についての提言を行う。 
エ　市民意識調査報告書 

集計、分析、提言に基づき、報告書（Ａ４判・縦）を作成する。 
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【令和９年度】 
(1) 神栖市男女共同参画推進連絡会の運営支援 

開催回数は３回を想定しているが、本業務の工程等を勘案の上、より良い提案があれば双

方協議の上決定するものとする。 
ア　会議運営に係る支援 
イ　会議への出席（助言・提言等） 
ウ　関係資料の作成 
エ　会議記録要旨の作成 

(2) 神栖市男女共同参画審議会の運営支援 
開催回数は３回を想定しているが、本業務の工程等を勘案の上、より良い提案があれば双

方協議の上決定するものとする。 
ア　会議運営に係る支援 
イ　会議への出席（助言・提言等） 
ウ　関係資料の作成 
エ　会議記録要旨の作成 

(3) 計画骨子案及び素案の作成 
調査・分析・検討の結果を踏まえ、会議での議論や関係機関との協議・調整を行い、計画

骨子案及び素案を作成する。 
(4) パブリックコメントの実施支援 

幅広く市民の意見を聴くため、素案をもってパブリックコメントを実施する。受託者は、

市ホームページに掲載する素案について、ＰＤＦにより作成し、結果を整理する。また、必要

に応じて意見への対応策の作成等について支援する。 
(5) 計画書原案の作成 

パブリックコメントの結果を踏まえ、会議での議論や関係機関との協議・調整を図り、第

３次神栖市男女共同参画計画（原案）を作成する。 
(6) 計画書等の編集・デザイン 

計画本編、概要版及びこども版の冊子の編集・レイアウトデザインを行う。編集にあたっ

ては、計画内容を分かりやすく周知するため、挿絵や写真等を利用し、親しみやすいデザイン・

編集を行うとともに、見やすいデザインを心掛けること。また、フォントや色使い等について

は、高齢者や障がい者等にも配慮し、見やすいユニバーサルデザインを採用すること。グラフ

類については、白黒印刷にも対応できるよう配色等を工夫すること。 
 



- 5 - 

(7) その他 
本事業に係る関係機関等との協議・説明に際し、発注者が行う資料の作成に協力する。 
 

８　成果品等 
本業務の成果品は、以下のとおりとし、納入場所は神栖市企画部市民協働課とする。製本、デー

タの仕様等の詳細については、受託者と協議する。 
【令和８年度】　納期限　令和９年３月３日（水） 

(1) 市民意識調査報告書 
Ａ４判　１色刷り　１２０ページ程度 

【令和９年度】　納期限　令和１０年３月３日（金） 
(1) 第３次神栖市男女共同参画計画　本編 

Ａ４判　表紙カラー／本文２色刷り　８０ページ程度印刷用原稿データ 
(2) 第３次神栖市男女共同参画計画　概要版 

Ａ４判　表紙カラー／本文２色刷り　８ページ程度印刷用原稿データ 
(3) 第３次神栖市男女共同参画計画　こども版 

Ａ４判　表紙カラー／本文２色刷り　４ページ程度印刷用原稿データ 
 

上記策定に係る関連資料、計画書等の計画策定関連のデータ一式、各種原稿データ及びホ

ームページ掲載用データ一式を、編集可能な媒体（Word、Excel 又は PowerPoint 等）個人情

報及びＰＤＦで作成し、ＣＤ－ＲＯＭ等の電子記録媒体に記録して納入する。納品の際は、

発注者と協議する。 
 

９　注意事項 
(1) 受託者は、個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、神栖市個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和５年神栖市条例第３号）及び神栖市情報セキュリティポリシーを

遵守すること。 
(2) 業務の履行にあたっては、市の担当者（企画部市民協働課職員）と緊密に連絡をとること。

また、必要に応じて市庁舎での直接打合せに応じられるようにすること。 
(3) 業務完了後、受託者の責に帰すべき事由による成果物の不良箇所が発見された場合には、受

託者は速やかに本市が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うものとし、これに要

する経費は受託者の負担とする。 
(4) 成果物の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。 
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１０　その他 
(1) 受託者は、業務着手前に本業務にかかる作業方針を提示し、本市の承諾を得ること。 
(2) 受託者は、本業務に関する文献等の資料や実証段階から実用段階にある先端技術等の情報を

常に収集し、十分な調査をすること。 
 
(3) 業務に必要となる情報は、受託者がその情報を持つ者から直接入手すること。 
(4) 受託者は、業務の遂行に際し、技術論文等の文献その他の資料を引用した場合には、その出

典を明記すること。 
(5) 受託者は、本業務で調査収集した文献等資料を本市に提出すること。 
(6) 本業務に必要な資料の収集に要する証明書・申請書等の交付は、受託者の申請による。 
(7) この仕様書に定めのない事項並びに仕様書について疑義が生じた場合は、別途協議するもの

とする。 


